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○

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

中
間
連
結
貸
借
対
照
表

第
二
章

中
間
連
結
貸
借
対
照
表

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

負
債
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
の
二
）

第
三
節

負
債
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
三
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
三
章
〜
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
特
別
目
的
会
社
の
債
務
等
の
区
分
表
示
）

第
四
十
三
条
の
二

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
連
結
の

（
新
設
）

範
囲
に
含
め
た
特
別
目
的
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す

る
特
別
目
的
会
社
を
い
う
。
）
が
有
す
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
（
連
結
財
務
諸

表
規
則
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
を
い
う
。

）
及
び
当
該
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
に
対
応
す
る
資
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


